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教 育 委 員 会

福岡市教育委員会告示第 4 号

　福岡市文化財保護条例第25条第 1 項の規定に基づき、福岡市指定無形民俗文化財を次の

ように指定するので、同条第 3 項の規定により告示する。

　　令和 8 年 3 月30日

福岡市教育委員会

　福岡市指定無形民俗文化財

種　別 指　定　名　称 員数 所　在　地 保護団体

無形

民俗
大濱流灌頂

福岡市博多区大博町 8 

番 5 号

大濱流灌頂継承保存

会

おおはまながれかんじょう

第7223号
（別冊27）令和８年３月30日

令和 8 年 3 月30日　第7223号（別冊27）
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